
畜産試験場機能強化に関する基本計画作成業務 

仕様書 
 

１ 業務の名称 

畜産試験場機能強化に関する基本計画作成業務 

 

２ 業務の目的 

本委託業務は、現場のニーズに対応した試験研究の充実や効率化及び運営コストの低減

を図るため、畜産試験研究体制の機能強化及び運営の合理化に関する調査・検討を行い、基

本計画を作成することを目的とする。 

 

３ 委託の期間 

契約締結の日から令和７年 12 月 10 日（水曜日）まで 

 

４ 業務の範囲（箇所） 

業務に係る調査・検討の箇所は、以下のとおりとする（別図１～４）。 

 ①畜産試験場本場（西諸県郡高原町大字広原 5066）  

  ②畜産試験場川南支場（児湯郡川南町大字川南 21986） 

   

５ 業務の内容 

（１）協議 

 業務の着手・中間（２回）・完成時の計４回必要な打合せ協議を行うこと。  

（２）体制強化の方向性に係る調査・検討 

別紙１の 「畜産試験研究の体制機能強化に関する基本方針」に基づき、機能強化の方向

性（畜産試験場と関係機関の連携強化及び必要な施設整備の方向性）について、県と協議

の上、調査・検討する。 

（３）体制強化に係る基本計画の作成 

５の（２）の調査・検討に基づき必要となる施設整備について、県と協議の上、以下の

とおり施設及び設備の仕様や規模、数量等に関する計画を検討する。 

① 施設の使用条件、法基準を整理・検討し、必要な施設要件を検討するとともに、施

設整備の箇所は、必要に応じて業務着手前に現地踏査すること。 

② 建築工事は、建築物と駐車場の配置計画案及び舗装計画案を作成するとともに、建

築物に係る各部屋のレイアウト案、意匠案、構造案を検討すること。 



③ 畜産試験場本場及び川南支場において建築工事を計画する場合は、基本的にスクラ

ップアンドビルドとして、既存建築物及び設備の解体と新築について検討すること。 

④ 電気設備工事は、建築工事で設定する建物及び各部屋において、必要設備を検討す

ること。 

⑤ 機械設備工事は、建築工事で設定する建物及び各部屋において、必要設備を検討す

ること。 

⑥ 水道設備工事は、建築工事で設定する建物及び各部屋において、必要設備を検討す

ること。 

⑦ 飼養管理施設工事（建築工事、電気・機械設備工事）は、使用者にもヒアリングを

行った上で、畜舎規模や関連設備等の計画を検討すること。 

⑧ 既存建築物や設備を更新する際は、撤去工事や配管・配線の切り替えを踏まえ、仮

設計画を検討すること。  

⑨ 各箇所の工事工程計画を作成すること。なお、工事工程計画は複数年になる可能性

もあるので、県と協議の上、検討すること。  

⑩ 各箇所のランニングコスト計画を検討すること。  

 

６ 支給資料 

畜産試験場本場及び川南支場に関し、既存施設の図面を支給するものとする。 

 

７ 成果物 

（１）次の書類を令和７年９月 30 日（火曜日）までに提出すること（各３部）。 

① 基本計画書（概略版） 

② 概略設計計算書（建築物の必要緒室、類型・用途、面積・規模）  

③ 概略計画図                                               

④ 概略概算工事費                                          

（２）次の書類を令和７年 12 月 10 日（水曜日）までに提出すること（各３部）。 

① 基本計画書                                           

② 基本計画図                                               

③ 設計計算書（建築物の必要緒室、類型・用途、面積・規模）       

④ 概算工事費                                              

⑤ 飼養管理設備工事の設計委託業務入札用仕様書 



畜産試験場及び関連機関の施設配置図
別図１

各機関の位置図

畜産試験場 本場
畜産試験場川南支場



畜産試験場及び関連機関の施設配置図
別図２

畜産試験場 本場

住所 : 西諸県郡高原町大字広原５０６６



畜産試験場及び関連機関の施設配置図
別図３

畜産試験場 圃場

住所 : 西諸県郡高原町大字広原５０６６



畜産試験場及び関連機関の施設配置図
別図４

畜産試験場 川南支場

住所 : 児湯郡川南町大字川南２１９８６



【別紙１】 

畜産試験研究の体制機能強化に関する基本方針 
 

１ 畜産試験場の現状 

（１）畜産試験場は、畜産農家の技術的な課題を解決し、本県畜産業の振興を図るため、

大正 9 年に創設（現施設は昭和 58 年に設置）。 

（２）現在の畜産試験場（別紙２）は、本場（高原町）及び１支場（川南町）の体制。 

 

２ 畜産試験研究を取り巻く情勢 

（１）技術革新の進展 

①飼料等の物価高騰による景気低迷や畜産従事者の減少、高齢化の進行に対応したス

マート畜産業の推進 

②食の安全・安心とともに、おいしさや健康などを求める新たな消費者ニーズに対応

した技術開発 

（２）研究課題の横断化・多様化 

①試験研究のニーズは大規模経営から小規模経営まで幅広く、課題も多様化 

②畜舎等の環境制御や高栄養飼料作物の検討など分野横断的な研究が必要 

③近年コンソーシアム型の試験研究が増加しており、国や大学、民間企業等との連携

が不可欠 

（３）新たな施策課題への対応 

①国際情勢等に伴う飼料生産・価格の不安定化への対応として、生産体系技術の確立

や飼料自給率向上に向けた取組等が必要 

②近年深刻化している気候変動や新奇病害虫等への迅速な対策技術の確立が必要 

③改正食料・農業・農村基本法の基本理念を踏まえ、農家減少下での食料の安定供給

や環境保全型畜産、脱炭素畜産業の実現に向けた新技術の開発等に取り組む必要 

（４）成果の迅速な普及 

①畜産業を取り巻く環境が急速に変化する中で、新たに開発された技術を速やかに普

及するため、普及センターとの連携強化が必要 

（５）働き方改革・しごと刷新の推進 

①職員確保の困難化が懸念される中、全庁的な働き方改革・しごと刷新の取組を踏ま

え、限られる研究資源（ヒト・モノ・カネ）で最大の成果を生み出すことが重要 

②人材育成（研究技術の継承）、試験研究に係るコスト削減の観点にも留意しながら、



研究員が能力を発揮しやすい効果的かつ効率的な研究体制を再構築する必要 

 

３ 機能強化の考え方 

（１）研究資源の選択・集中 

バイオマス等家畜排せつ物の有効利用や国産濃厚飼料の増産、スマート化など畜種

横断的な重要課題に対応し、フィールド試験に展開できるよう研究内容を選択・集中し、

家畜防疫機能を強化 

（２）現地・関係機関との連携 

技術革新の進展や新奇病害虫の発生、異常気象が相次ぐ等、これまで以上に迅速な課

題解決が求められており、かつ成果の早期普及に向け、普及センターやＪＡをはじめと

する関係団体、市町村はもとより、国や大学等と積極的に連携し、場内のみならず、県

全体を試験フィールドとする現地試験を展開 

（３）実践・指導人材の育成 

大学や民間企業との連携（オープンイノベーション化）による研究員のスキルアップ

や人材育成・教育への貢献、生産者・技術指導者（ＪＡ等）との研修・交流による課題

解決のための高度な知識と技術を有する実践人材及び指導人材の育成拠点の構築 

（４）遺伝資源の保存 

   改良に必要な県産和牛精液とみやざき地頭鶏原種鶏（危険分散鶏）の保存 

（５）防災機能の強化 

   台風や地震等の自然災害に備え、家畜の飲水を確保するための井戸や水道設備の強

化及び喚起施設等を稼働させるための自家発電機の設置 

（６）防疫機能の強化 

   近年頻発する家畜伝染病を予防するため、防疫機能をより一層強化 

 

 



【別紙２】 

 

畜産試験場の概要 
 

 

宮崎県畜産試験場の概要については、以下のホームページを参照。 

URL:https://www.pref.miyazaki.lg.jp/chikusan-shikenjo/index.html 

 


